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令和 7年度 ゆず り葉こども園事業計画

.概要

①運営方針

●守口市においては待機児童対策として令和 7年 4月 に南都エ リアで新設園 4園が開園します。地

区が離れているとはいえ、少子化の時代に新園が開園することで近隣園は影響があり、今後子ども

が減っていく中でいつ定員割れが起こるか分からないという危機感があります。園を運営するに

あたり、地域の中で選ばれる園になるための経営努力が今まで以上に必要だと感 じています。

●保育の見直しで各年齢ごとに作成 した「チェックリス ト」を再度見直し、「チェックリス ト」に忠

実に丁寧な保育を行います。職員が子どもの発達や育ちを学び、話し合 う機会を増やし、保育や子

どものことを考える等、学ぶ機会を多く持ちたいと考えています。

0本年度は退職する職員が少なく、また新規採用職員も確保できたことから令和 7年 4月 から0歳

児定員 9名 の受け入れが出来ることになりました。

●人材確保が厳 しい現状の中、保育実習に来る学生を新規採用に繋げるようにする他、若手の職員と

一緒に卒業生の学校の就職説明会に参加 して、まずは園見学で園の事を知つてもらい、採用に繋げ

ていきたいと考えています。今の若い世代が働きやすい職場にするための労働環境や、職場内で必

要なコミュニケーションの方法も身につけることが大切だと考えます。

●令和 7年 4月 1日 から給食会社が株式会社マルワから株式会社 LEOCに変わります。

②不U用 定員
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⑥職員数

園長 1名 主幹保育教諭 2名 看護師 1名  保育教諭 19名 (う ち非常勤1名 )

障がい児加配 保育教諭 1名 (パー ト職員)

延長保育事業 保育教諭 1名 (パー ト職員)

預かり保育  保育教諭 (パー ト職員)1名  その他保育補助 3名 (う ち子育て支援員 3名 )

学校内科医・学校歯科医各 1名 (各年 2回検診実施)学校薬剤師 1名 (年 2回検査実施)※嘱託

2.教育保育運営

①教育・保育理念

0子 どもは子ども同士認め合い、助け合い、励まし合い、学び合 う子 ども社会の中で成長することが

望ましいと考えます。

●私たちは子どもの個性、人格を尊重し、自立を促 し、日々の生活の中で家族とともにその成長・発

達の援助を行います。

②教育・保育方針

●社会福祉法人白鳩会保育メツンド・~日 の保育の流れを中心に、子どもたちが主体的に生き生きと

生活・活動できる環境を整え、自己を十分発揮 し人として『生きる力』を育む。

0在園児および地域の子育て支援を行 う。

●愛着関係を確立させ、子どもとの継続的な信頼関係を築く。

③教育・保育目標

乳児期の愛着関係を基盤とし、認知能力 (記憶、計算、判断、決定、言語理解など)と 非認知能力

(意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、思いや り、自己肯定感)を育む。

④クラス体制

(3号認定)

0歳児  9名
1歳児 12名
2歳児 18名

職員 3名 +パー ト職員 1名

職員 3名

職員 3名

(2号認定)(1号認定)

3歳児 25名    6名
4歳児 25名    5名
5歳児 25名    5名
早朝・延長保育

保育補助者

職員 2名 +パー ト職員 1名

職員 2名 十パー ト職員 1名

職員 2名 +パー ト職員 1名

職員 2名 (パー トタイム職員 2名 )

職員 3名 (パー トタイム職員 3名 ※子育て支援員 )



⑤教育・保育内容

●保育内容については各年齢ごとに作成 した「チェックリス ト」を基に子どもに丁寧な関りを行いま

す。「チェックリス ト」に忠実な保育を行 うこと徹底 し、主幹保育教諭と一緒に現場の様子を確認

します。

●外部講師を招いて研修 し、子どもの発達や保育について学ぶ機会を持ち、話し合いの場で自分の意

見や考えが言えるような取 り組みを目指しまり。

●保育の仕方や子どもへの関わりについて「チェックリス ト」1日 の流れのマニュアルに沿つて丁寧

な関わりを行い、子ども自身が考え行動できるように保育士が必要以上に言葉をかけないように

します。

●配慮の必要な子どもや活動に集中できない子どもへは一人ひとりの発達にあつた支援や環境を整

え落ち着いて生活ができるようにします。

●「朝の意味ある運動」で、前夜の脳内ス トレスを発散させてから1日 の活動に入 り、落ち着いて過

ごせるようにします。活動と活動の間の移動や次の活動に移行する時が大切な為、出来ていない子

には定着できるようにします。また、身体を十分に動かすことで、食事をしつかり食べる等の基本

的生活習慣を身に付け、力強い子どもになることを目指します。

●子どもの体力や運動能力の低下を感 じているため、安田式運動遊具を使って「走る、転がる、とび

跳ねる」の原野運動と「ぶら下がる、渡る、登る」の樹上運動をバランスよく取り入れた運動遊び

を継続的に取り組みます。多種多様な動きを経験することで脳の発達を促 し、自分の身を守る運動

機能を向上させます。

●乳児期に身近な大人との愛着関係を構築することが,い の安定につながると考えます。愛情を持つ

た優 しい関わりを心掛け、子どもとの心の距離を縮められるように子どもも大人もお互いに信頼

する気持ちを育てます。

●乳児期からのリトミックの積み重ねが幼児期へとつながつていくという考えをもとに、子 どもの

発達に合わせて手先、足先、腕、脚、全身の筋肉を使い運動機能を高めます。また基本的な動きの

歩く、走る、眺ぶ等の動作や リズムに合わせて身体を動かす事を丁寧に教えます。

●ヒンナヒンナの活動などの食育体験を生活の一部 として日々の保育の中に取り入れていきます。

五感を使って子ども達が様々な形で食にかかわる体験をすることで食に興味関心を持ち、「食べる

ことが好きな子ども」に育てます。

●体育あそび (3,4,5歳 児歳児 )、 フットサル (4,5歳児 )、 歌唱 (2,3,4,5歳児)、 リズム音楽 (3,4,5

歳児歳児)は専任の講師により実施 します。

●全国人権擁護委員連合会のリーフレット「種をまこう」を教材 として月 1回、人権教育を行いま

す。子ども達に分かりやすく伝え、日常の生活の中である様々な事を子ども達と一緒に考えながら

人権を尊重した保育を行います。また虐待についても早期発見に努めます。

●幼少期から正しい性の知識を身につけることの大切さを伝えるため 「だいじだいじど―こだ」を

使い、自分の体の大事なところは人に見せない、勝手に触ったりしないということも教える保育を

行います。



⑥家庭との連携

●保育日誌やおたよりは ドキュメンテーションで発信 します。毎月のおたより「ゆず りはだより」に

ついてもメール配信をすることで、携帯電話等でいつでも見ることが出来るようにし、保護者が理

解 しやすい形で保育内容や行事の状況を情報発信 します。

0新入園児説明会、年 2回のクラス懇談会、年 1回の個人懇談会などの場で教育 。保育理念、目標、

方針について保護者に説明します。クラス懇談会では 1日 の子 どもの様子を映像を用いて現状報

告 し、課題の部分についても保護者に伝えて子どもの育ちを考えます。また保育内容についても理

解を得られるようにし、信頼関係を深めます。

●昨年度から保育参観のスタイルを変えて始めた「保育を楽 しむ 口」については、日常の子ども達の

姿を見ることができたり、保育の参加 して楽しかつた等、好意的な意見をいただいています。今後

も引き続き行い、保護者に子どもの姿を見ていただきながら教育・保育の内容等を保護者の理解を

得られるように努めます。

●小さい時から動画の視聴やゲームをする時間が増えると脳にダメージを与え、生活 リズムの乱れ

や、子どもの育ちや発達に影響が出るため規則正しいを呼びかけ、子ども達が健康に生活できるよ

うに努めます。

●配慮が必要な子どもについては、家庭、関係機関 (保健センター、包括支援センター)と 連携 し、

訪問支援事業や発達相談の機会を設けます。4歳児で行われる 5歳健診の結果については、保健セ

ンターと連携 しながら発達相談につなぐなど就学に向けての取 り組みを行い、個々の子どもの発

達や家族構成や家庭環境などを職員間で情報共有し、その子に応じた配慮を行います。

●転園後の園児と保護者や卒園児 とその保護者への支援を継続 して行い、転園、卒園後の子どもと保

護者を見守るための相談窓口を開きます。園長、主幹保育教諭が窓口となり、相談相手を選び、い

つでも相談できる環境を整えます。

● 日々の送迎時や保育を楽 しむ 日、個人懇談等で日々の子どもの様子を伝えたりして保護者 とのコ

ミュニケーションを密に行い、信頼関係を深めます。

⑦人材育成

0「チェックリス トJを もとに次世代 リーダーを育成 します。クラス運営や保護者対応、職員同士の

連携など園長、主幹保育教諭を中心に話 し合いを行い、リーダーとしてのスキルを身に付けます。

●処遇改善手当Ⅱの支給対象者には、保育士キャリアアップ研修の受講を義務付けた上で処遇の改

善と資質の向上を図ります。

●個別の研修計画を基に、法人の理念に沿つた研修に参加 し、専門職としての知識や技術の向上を図

り、教育・保育の質の向上を目指 します。

0リ ーダー会議などで互いに意見を言 う場をつくり、コミュニケーションカを高めます。

●職員全体で保育内容についての自己評価を行い、保育方法を見直します。

●外部研修や内部研修を行い、雇用形態にかかわらずすべての職員を受講対象として、より多くの職

員が参加 して専門的な知識を身に付けます。

0「不適切保育」については、チェックリス トやマニュアルを活用 し勉強会を実施 し、自身の保育を

振 り返る機会を設けます。



●安田式遊具を用いた運動遊びについては、講師を招いての研修会を行い、年齢発達に応 じた運動あ

そびの指導法や集団遊びの進め方について学びます。学んだ内容については指導計画に取り入れ、

保育者が子ども達と一緒に体を動かして遊び、保育者が子 どもと楽 しむことで園全体が活気付く

ようにします。

③地域の実態に対応した事業

●地域とのかかわり

。地域に向けて情報を発信するために、園庭開放のお知らせを掲示し、地域の方に園の利用をして

もらえるように呼びかけます。園の近くの公園に出向き「出張保育」を行い、次年度の園児の獲

得につなげたいと考えます。

・令和 7年 4月 以降、年長児が定期的に近隣小学校の学校見学に行かせてもらえるようになりまし

た。授業を見学したり、就学先の小学校教員と意見交換する機会を持ち、スムーズな就学につな

げ、子どもの育ちや生活や学びの実情について相互理解できるようにします。

⑨苦情処理

0第二者委員の設置について、入園説明会、園のガイ ドブック、ホームページや園内掲示、クラス懇

談会 (5月 、 11月 )を通 じて保護者に知らせます。

0「苦情申し出窓口」として主幹保育教諭が受付担当者、園長が責任者として「ご意見箱」を設置し、

保護者からの意見・要望については概ね 24時間以内に回答 します。また、対応途中のものに関し

ては途中経過を随時伝えます。

●保護者からの意見や苦情は真摯に受け止め「問題解決用紙」や「回答書」にまとめ、迅速な対応を

行 うと共に全職員で共有します。

⑩ ジスクマネジメン ト

●主幹保育教諭を中心に「危機管理マニュアル」については、職員研修計画に基づき、国内研修で職

員に周知徹底できるようにします。

●消防署と連携 し、総合災害訓練 (年 1回 )、 通報訓練 (年 2回 )を行います。なお、避難・消火訓

練は毎月 1回以上実施 します。

●災害時の対応については、保護者にも重要事項説明書やクラス懇談会、ガイ ドブックで丁寧に伝え

るとともに、災害を想定した引き渡し訓練 (年 1回 )を行い、保護者と連携 して災害時の対応に備

えます。

●ヒヤリハットの事例について看護師が収集 し、主幹保育教諭 と看護師が事例をまとめ、原因を検証

し事故防止の改善策を立案します。

●園内で日本赤十宇社の救急救命講習を実施 します。職員が参加 し、緊急時の対応に備えます。ま

た、SIDS(年 2回)やアレルギー対応 (エ ピペン)については、看護師が中心となり研修を行

います。

●備蓄品 リス トをもとに災害備蓄品の点検 (月 1回)を行います。期限などの確認をして随時交換・



補充を行います。 (園児引渡表 。非常持ち出し袋・倉庫内備品・アレルギ‐児用備品など)

●災害時を想定し、非常時に食事作 りが困難になるため、職員の練習として 2か月に1回園庭で炊き

出しを行い、給食として提供します。

●警察機関と連携して職員への防犯実施研修 (年 2回)園児への防犯指導 (年 1回)を行います。

①設備の改善及び物品購入について

0電子ピアノ 5台  (660,000円 )

⑫その他

0人材確保のために、民間企業や守日市認定こども園会が主催する保育士対象の就職フェアヘ出展

し、新卒学生の採用に繋げたいと考えます。



3学期1学期 2学期

9月

11日 (木)ふるむ―んパーティー(5歳児)

17日 (水)身体測定(3.4.6歳 児)

19日 (金)身体測定(0.1.2歳 児)

※避難・消火コll練

1月

9日 (金 )おもちつき

14日 (水)身体測定(3.4.5歳児)

16日 (金)身体測定(0.1.2歳児)

※避難・消火訓練

4月

1日 (火)入国式

23日 (水 )身体測定(3.4.5歳児)

25日 (金)身体測定(0.1.2歳 児)

※避難・消火訓練

10月

7日 (火 )内科検診

15日 (水)身体測定(3.4.5歳 児 )

17日 (金)身体測定(0.1.2歳 児 )

24口 (金)運動会(0.1.2歳児)田庭で行います

31日 (金)ハロウィンパーテイー

※避難・消火訓練

5月

13日 (火)内科検診

21日 (水)身体測定(3.4.5歳児)

23日 (金)身体測定(0.1.2歳児)

【クラス懇談会】

16日 (金 )いちご組  20日 (火 )り んご組

23日 (金 )もも組  26日 (月 )れもん組

28日 (水 )ぷどう組  30日 (金 )めろん組

※避難・消火訓練

3日 (火 )節分会

5日 (木)生活発表会(0.1.2歳児)

14日 (上 )生活発表会(3.4.5歳児)

※生活発表会の為保育はありません

18日 (水)眼科健診(415歳児)

25日 (水)身体測定(3.4.5歳児)

27日 (金)身体測定(0.1.2歳児)

24日 (火 )～ 3/2日 (月 )個人懇談会(1・ 3・ 5歳 )

※兄弟がおられる方は、2月もしくは3月 のどちらかで1日 行います

※社会見学(5歳児)

※避難・消火訓練

6月

4日 (水 )歯科検診

10日 (火)眼科検診(5歳児)

17日 (火)尿検査(4.5歳児)

18日 (水)身体測定(3.4.6歳児)

20日 (金)身体測定(0.1.2歳児)

25日 (水)遠足(4・ 5歳児)

※避難E消火訓練

月

2口 (口 )運動会 (34.5歳児 )、 雨天時3日 (月 )祝

※1日 (上 )は運動会の準備の角、年後から保育はありません

保育時間(7:30～ 13:00)です。

ご協力よろしくお願いいたします。

19日 (水)身体測定(3.4.5歳児)

21日 (金)身体測定(012議 児)

28日 (金 )リトミック今観

※遠足(3.4.5歳児 )

※避難・消火訓練

【クラス懇談会】

18日 (火 )いちご組 21日 (金 )り んご組

26日 (水 )もも組

2月

3月

3日 (火 )～ 9日 (月 )個人懇談会(0・ 2・ 4歳 )

※兄弟がおられる方は、2月もしくは3月 のどちらかて1日 行います

3日 (火 )ひなまつり会

4日 (水)修了写真

7日 (■)職員研修の為保育はありません

11日 (水)身体測定(3.4.6歳児)

13日 (金 )身体測定(0.1.2歳児)

21日 (■)卒園式(5歳児)

※ 卒園式の為保育はありません

25日 (水 )1号認定児 春体み

※避難・消火訓練
7月

2日 (水 )プール開き

7日 (月 )七夕会

16日 (水)身体測定(3.4.5歳児)

18日 (金)身体測定(0.1.2歳児)

24日 (木)夏祭り

25日 (金)1号認定児夏休み

※避難・消火訓練

8月

22日 (金)プール納め

27日 (水)身体測定(3.4.5歳児)

29日 (金)身体測定(0.1.2歳児)

※避難 H消火訓練

12月

【クラス懇談会】

2日 (火 )れもん組

5日 (金 )ぷどう組  9日 (火)めろん組

3日 (水)歯科検診

17日 (水)身体測定(3.4.5歳 児)

19日 (金)身体測定(0.1.2歳 児)

23日 (火 )リズム参観(5歳児)

24日 (水 )クリスマス会

25日 (木)1号認定児冬休み

28日 (日 )～ 1/3(上 )冬休み

※避難・消火訓練

0毎週月曜日 爪検査

0週 1回 フットサル(4・ 5歳児)

0月 1回 歌唱指導(234.5歳児)

0月 2回 リズム遊び(3.4.5歳児)・ 体育あそび(3.4.5歳 児)

0総合災害再1練(消防との協議により時期決定)

【誕生日会について】

1年に一度のお子様の誕生日を大切にする為に

各クラスで個々の誕生日をお祝いしています。

【保育を楽しむ日について】※日程は4月 末頃お知らせいたします。幼児クラスは6月 頃から、乳児クラスは9月 頃から開始予定です。

「保育を楽しむ日」は1年のうちで1日、各ご家庭お一人保育に参加していただきます。


